
 
 

 

 

大阪府宅地建物取引業協会 なにわ京阪支部では、

城東・鶴見・旭・守口・大東・四條畷の各地区で宅建

業を開業される新規入会者をご紹介いただきますと、

紹介料として１０万円を贈呈するキャンペーンを行い

ます。 

※※ 内容は下記のとおりです ※※ 

期間：令和６年４月～令和７年３月（定数に達し次第終了） 

対象者：宅建業者（代表者に限る）、司法書士、行政書士 

条件：本店入会のみ。関連団体への同時入会が条件です。 

 

★詳細は事務局まで 電話：06-6147-7281 


